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容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
一
年
六
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

政
令
第
百
八
十
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
二
条
第
八
項
第
一
号
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
炭
化
水
素
油
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

主
と
し
て
紙
製
の
容
器
包
装
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
を
圧

縮
又
は
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
か
つ
、

一
定
の
形
状
に
成
形
し
た
も
の

イ

主
と
し
て
段
ボ
ー
ル
製
の
容
器
包
装

ロ

飲
料
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
容
器
（
原
材
料
と

し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。）

二

炭
化
水
素
油

三

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス

™›
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第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま

で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
指
定
法
人
の
業
務
を
委
託
で
き
る
団
体
）

第
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
団
体

は
、
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十

三
号
）
の
規
定
に
よ
る
商
工
会
議
所
及
び
日
本
商
工
会

議
所
並
び
に
商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十

九
号
）
の
規
定
に
よ
る
商
工
会
及
び
商
工
会
連
合
会
と

す
る
。附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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